
六
五

臨
港
地
区
内
の
分
区
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

〃

〃

六
六

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可

申
請

一
〇

六
七
九

六
七

指
定
予
定
保
安
林

〃

〃

六
八

　
　
〃

〃

〃

六
九

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

七
〇

令
和
七
年
度
定
期
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜

一
三

六
八
〇

七
一

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
及
び
縦
覧
（
二
件
）

〃

〃

七
二

　
　
〃

〃

〃

七
三

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
及
び
縦
覧

〃

〃

七
四～

土
地
改
良
法
に
よ
る
換
地
処
分
（
三
件
）

〃

〃

七
六

七
七

特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
義
務
加
入
に
係
る
同
意
成
立

一
七

六
八
一

七
八

　
　
〃

〃

〃

七
九

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可

〃

〃

八
〇

令
和
八
年
第
一
回
大
分
県
議
会
定
例
会
の
招
集

〃

号
外
（
一
五
）

八
一

令
和
七
年
度
臨
時
種
畜
検
査
に
合
格
し
た
種
畜

二
〇

六
八
二

○
規
　
　
　
　
　
　
　
　
則

一

お
お
い
た
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
利
用
規
則
の
一
部
改
正

三

号
外
（
一
一
）

○
人
　
事
　
委
　
規
　
則

一

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正

二
七

六
八
四

○
告
　
　
　
　
　
　
　
　
示

五
七

令
和
七
年
十
一
月
に
収
去
し
た
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要

三

六
七
七

五
八

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定
及
び
縦
覧

〃

〃

五
九

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧

六

六
七
八

六
〇～

指
定
予
定
保
安
林
（
三
件
）

〃

〃

六
二

六
三

付
保
義
務
の
発
生

〃

〃

六
四

道
路
区
域
の
変
更

〃

〃

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

発
行
日

県
報
番
号

（
二
件
）

令
和
八
年

令
和
八
年

二

月

（
第
六
七
七
号
か
ら
第
六
八
四
号
ま
で
）

大
分
県
報
目
録
（
二
月
）

一

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　 

発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
い
づ
み
印
刷
株
式
会
社

（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
目
録



八
二

土
地
改
良
法
に
よ
る
換
地
処
分
の
届
出
（
市
町
村
営
事
業
）

〃

〃

八
三

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止

二
四

六
八
三

八
四

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
再
開

〃

〃

八
五

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
休
止

〃

〃

八
六

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
名
称
変
更

〃

〃

八
七

生
活
保
護
法
等
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
変
更

〃

〃

八
八

青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定

〃

〃

八
九

青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定

〃

〃

九
〇

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可

申
請

〃

〃

九
一

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧

〃

〃

九
二

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定
及
び
縦
覧

〃

〃

九
三

肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

二
七

六
八
四

九
四

肥
料
の
登
録
の
失
効

〃

〃

九
五

土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可

〃

〃

○
教
　
育
　
委
　
告
　
示

一

県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定

二
七

六
八
四

二

県
指
定
有
形
文
化
財
の
追
加
指
定

〃

〃

○
選
　
管
　
委
　
告
　
示

三
〇

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
、
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員

選
挙
及
び
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
に
お
け
る
繰
上
投
票
を

行
う
地
域
及
び
期
日
に
つ
い
て

四

号
外
（
一
二
）

三
一

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に

関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

六

号
外
（
一
三
）

三
二

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
当
選
人
の
住
所
及
び

氏
名
並
び
に
当
該
当
選
人
に
係
る
候
補
者
届
出
政
党
の
名
称

一
一

号
外
（
一
四
）

○
収
　
容
　
委
　
告
　
示

一

土
地
収
用
法
に
よ
る
裁
決
書
の
送
達
を
行
う
旨
の
公
示
送
達

一
〇

六
七
九

○
警

察

本

部

訓

令

一

大
分
県
警
察
表
彰
規
程
の
一
部
改
正

三

六
七
七

○
労
　
働
　
委
　
訓
　
令

一

大
分
県
労
働
委
員
会
電
子
署
名
規
程
の
全
部
改
正

二
七

六
八
四

○
公
　
　
　
　
　
　
　
　
告

開
発
行
為
の
完
了
（
二
件
）

六

六
七
八

落
札
者
等
の
公
示

〃

〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任

一
三

六
八
〇

大
分
県
報
目
録
（
二
月
）

令
和
八
年

二



落
札
者
等
の
公
示
（
二
件
）

〃

〃

所
在
不
分
明
者
に
対
す
る
保
安
林
指
定
予
定
通
知
の
掲
示

一
七

六
八
一

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示

二
〇

六
八
二

一
般
競
争
入
札
の
実
施

〃

〃

落
札
者
等
の
公
示

〃

〃

所
在
不
分
明
者
に
対
す
る
保
安
林
指
定
予
定
通
知
の
掲
示

二
七

六
八
四

令
和
八
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

〃

〃

○
監
　
　
査
　
　
公
　
　
表

七
四
二

監
査
結
果
の
公
表
（
行
政
監
査
）

二
四

号
外
（
一
六
）

七
四
三

包
括
外
部
監
査
人
に
よ
る
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
た
措
置
の

公
表

二
七

号
外
（
一
七
）

○
正
　
　
　
　
　
　
　
　
誤

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
大
分
県
報
第
六
六
八
号
に
登
載

の
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
（
大
分
県
電
子
署
名
規
程
の
全
部

改
正
）
中
の
訂
正

六

六
七
八

令
和
八
年

大
分
県
報
目
録
（
二
月
）

三


